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ご報告。11 月 30 日、12 月議会開会初日「稲垣文教福祉常任委員長の辞任を求める決議」の動議が提

出されました。「市民の会・無所属」としては、議会外の報告・活動であり委員長辞任に値するものではない。

反対の立場を示しました。しかし、「自民・みらい」・「公明」・「共産」の賛成でこの決議は可決されました。 

その後、12 月 6 日。文教福祉常任委員会で、稲垣が『委員長辞任の意思はない』ことを明言したのに対

し、自・公・共は議案審査には応じられないと退席。会議再開へ向け、出席の「催告」を行いましたが調整

がつかず、『散会』を宣言。翌 7 日。議会運営委員会で審査未了となった議案の取り扱いについて協議し、

本会議での審査とするため会期の延長と日程の変更を決定しました。 

私たちは、議会の混乱を避けるため、最終日の一般質問終了後に「決議」を出すよう求めましたが、受

け入れられず、市民の皆様をはじめ執行側にも迷惑を掛ける結果となりました。 
 

「辞任を求める決議」の内容と審議の経過 
 
 決議文内容。『9 月定例会一般質問「公金紛失」の再質問で、市民の人権侵害にあたる発言があった。
懲罰委員会が設置され、全会派一致で「陳謝の懲罰」が課せられた。しかし、いながき・いとうの「9 月議会
活動報告」の中での主張は、陳謝してきた内容と異なっている。教育や人権に関わる「文教常任委員長」
という立場にありながら、何ら反省が見受けられないことから委員長辞任を求める』とあります。 
 
 提出者は松崎 誠議員（自・み）、賛成者は中島議員（自・み）、遠藤議員（共産）、小野議員（公明）。賛
成討論は加藤（自・み）・遠藤・小野議員。反対討論は濱田・降旗議員（市民の会・無所属）が行いました。
また、伊藤議員が「質疑」の中で、「討論」で話すべき内容を話したとして中断。発言を取り消し質疑及び反
対討論を中止する事態にも。その発言・質問の要旨は以下の通りです。 
 
【質問その１  人権侵害にあたる理由は】 
 人権侵害に該当する・個人が特定される・不穏当で議会の権威を失墜させる発言。と決めつけています
がどの部分、どの表現をもって断定できるのかをご説明いただきたい。 
 
【質問その２  結論・結果だけを抜き出しての指摘では】 
 懲罰委員会設置や「陳謝」の懲罰を全会派一致で科したことは事実です。しかし、内容は多数決のルー
ルの中でより重い懲罰を避けるためにやむを得ず同意してきたものです。結果・結論だけを抜き出しての
指摘は納得できません。見解を伺います。 
 
【質問その３  議会外のことは議会外で行うのが原則では】 
 「議会外のことは議会外で行う。」これが大原則です。議会外での発言や活動を議会の場で取り上げるこ
とは出来ません。あえてこのような場で動議を出された根拠、理由をお示しください。各会派の議会報告で
も、私たちの報告を虚偽と決めつけたり批判、反論をしています。当然、私たちも議会の場で「動議」を出
せるということになります。見解を伺います。  
 
【質問その４  ９月議会での「陳謝」は何だったのでしようか】 
 ９月議会では、議会のルールに従い結果を受け入れ懲罰としての「陳謝」を行いました。その後の反省が
ないと決めつけ、「委員長辞任を求める」。少し乱暴すぎるのではないでしようか。      （いながき記）  

         12 月議会報告 

     １月 9 日(月)午前１０時００分～ 

     おあしすセミナールーム 

市民の会・無所属 

いとう いながき 

      いながき 茂行  栄町782 番地1C-1101 TEL 983-1628  
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いとう 正勝   きよみ野2-8-2 TEL&FAX 983-1117 

E メール   itoh.m-y.runesansu@nifty.com 

*市民改革クラブのホームページは いながき茂行のサイトと 

統合しました http://www.Inagaki-s.com 

 



 
「公
金
紛
失
」問
題
究
明
と 

 
再
発
防
止
対
策
を
！ 

い
な
が
き
茂
行 

 

公
金
と
私
金
２
７
５
，
２
６
７
円

が
会
計
課
で
紛
失
。
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
で
も
現
金
及
び
商
品
券
１
３
９
，

５
０
０
円
の
紛
失
が
発
覚
。 

市
は
昨
年
９
月
、
吉
川
警
察
署
へ

相
談
。
ひ
そ
か
に
会
計
課
内
に
防
犯

カ
メ
ラ
を
設
置
し
調
べ
た
が
、
容
疑

者
を
特
定
で
き
ず
、
今
年
の
８
月
10

日
に
公
表
。
盗
難
の
可
能
性
が
高
い

会
計
課
の
２
件
に
つ
い
て
、
吉
川
警

察
署
へ
被
害
届
を
提
出
。 

９
月
議
会
に
引
き
続
き
、
「
公
金
紛

失
事
故
」
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
、
再
発

防
止
対
策
を
早
急
に
進
め
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
、
再
度

一
般
質
問
で
取
り
上

げ
ま
し
た
。 

 

防
犯
カ
メ
ラ
設
置
は 

誤
り
で
は
な
い
か 

昨
年
の
９
月
、
公
金
の
紛
失
が
明

ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
公
表
し
な
か
っ

た
こ
と
で
、
①

「
再
発
防
止
」
へ
の
取

組
み
が
遅
れ
、
更
な
る
紛
失
事
故
に

つ
な
が
っ
た
。
②
ま
た
、
防
犯
カ
メ
ラ

を
ひ
そ
か
に
設
置
し
た
こ
と
は
、
職

員
の
「
人
権
」
に
係
わ
る
不
適
切
な

対
応
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
質
問
。 

副
市
長
は
、
『
盗
難
の
可
能
性
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
警
察
へ
の
相
談
の

中
で
、
犯
人
を
特
定
す
る
た
め
設
置

し
、
被
害
届
を
出
さ
ず
に
対
応
し
て

き
た
。
公
金
が
職
場
の
中
で
な
く
な

っ
た
事
実
を
受
け
止
め
て
の
措
置
で
、

職
員
に
も
ご
理
解
い
た
だ
い
て
い
る

と
感
じ
る
』
と
答
弁
し
ま
し
た
。 

市
が
や
る
べ
き
こ
と
は
、
①
事
実

関
係
を
調
査
し
た
上
で
、
速
や
か
に

事
故
を
公
に
す
る
。
②
再
発
防
止
へ

の
取
組
み
を
進
め
、
綱
紀
粛
正
を
図

る
。
③
事
件
性
の
疑
い
が
あ
る
場
合

は
、
警
察
へ被
害
届
を
提
出
す
る
。 

 

誰
に
も
分
か
ら
な
い
所
に
カ
メ
ラ
を

設
置
し
、
犯
人
を
捕
ま
え
る
こ
と
で

は
な
い
。
と
重
ね
て
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

会
計
課
職
員
へ 

 
 

 

賠
償
を
求
め
る 

市
は
６
月
３
日
、
地
方
自
治
法

第
２
４
３
条
の
二
に
基
づ
き
、
会
計

課
職
員
の
賠
償
責
任
の
有
無
と
賠

償
額
の
決
定
を
監
査
委
員
に
求
め

ま
し
た
。 

市
長
は
、
そ
の
決
定
に
従
い
賠
償

を
命
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
未

だ
結
論
が
出
て
い
ま
せ
ん
。 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
で
の
現
金
及
び

ク
オ
カ
ー
ド
紛
失
に
つ
い
て
は
、
公
金

に
あ
た
ら
ず
、
す
で
に
補
て
ん
さ
れ

て
い
る
た
め
賠
償
責
任
は
問
わ
な
い

と
し
て
い
ま
す
。 

 不
都
合
な
こ
と
を
隠
す 

体
質
は
、
無
か
っ
た
の
か 

 

会
計
課
そ
し
て
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

で
も
当
初
、
担
当
者
が
上
司
に
報

告
せ
ず
、
自
分
の
お
金
や
引
継
ぎ

金
で
穴
埋
め
し
て
い
ま
し
た
。 

 

会
計
課
で
の
20

万
円
紛
失
で
初

め
て
上
司
に
報
告
し
、
市
の
ト
ッ
プ

に
伝
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
で
の
事
故
も
、

同
様
の
事
例
が
な
い
か
確
認
す
る
中

で
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
市
は
、
他

部
署
で
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
た
と

し
て
い
ま
す
が
、
信
頼
回
復
に
は
時

間
が
か
か
り
そ
う
で
す
。 

現
金
等
の
管
理
体
制
、
事
故
報

告
体
制
を
は
じ
め
職
員
の
「公
金
を

扱
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
に
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

そ
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
で
の
事

故
が
報
告
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
、
会
計
課
で
の
事
故
に
つ
な
が

る

一
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

 
 

 
 

 

（い
な
が
き
記
） 

 
 

 
 

 
 

12

月
議
会
は
、
11

月
30

日
～
12

月
15

日
ま
で
開
催
。
18

議
案
を
審
議
し
、
全

議
案
を
可
決
。
内
容
は
条
例
等
９
件
、

人
事
案
件
１
、
補
正
予
算
６
、
他
２
件
。 

 

議
案
審
議 

 

条
例
の
一
部
改
正
は
、
吉
川
市
税
条

例

・
都
市
計
画
税
条
例
、
国
民
健
康
保

険
条
例
、
吉
川
市
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
・地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
等
。
上
位
法
改
正
に
伴
う
整
備
。 

 

市
職
員
の
給
与
及
び

一
般
職
の
任
期

付
き
職
員

の
採

用
等
に
関
す
る
条

例

は
、
今
年
４
月
に
遡
り
給
与
月
額
を
０
．

２
％
ア
ッ
プ
、
勤
勉
手
当
も
年
間
４
．
２
ヶ

月
か
ら
４
．
３
ヶ
月
と
す
る
も
の
で
、
人
事

院
勧
告
を
踏
ま
え
た
も
の
。
関
連
し
て
市

長
・副
市
長
・教
育
長
及
び
議
会
議
員
の

期
末
手
当
を
年
間
０
．
１
ヶ
月
ア
ッ
プ
。

来
年
６
月
支
給
分
よ
り
実
施
。 

教
育
に
関
す
る
事
務
の
職
務
権
限
の

特
例
に
関
す
る
条
例
は
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
、
学
校
に
お
け
る
「体

育
」
を
除
き
市
長
部
局
に
移
す
も
の
。 

市
職
員
定
数
条
例
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興

課
が
教
育
委
員
会
か
ら
市
長
部
局
に
移

る
こ
と
か
ら
の
改
正
。
ま
た
、
少
子
高
齢

化
に
合
わ
せ
た
健
康
福
祉
部
の
改
編
。 

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
は
、
山
田

陽

一
氏
が
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
中

島
新
太
郎
氏
に
つ
い
て
の
同
意 

 

一
般
質
問 

●
①

「
公
金
等
の
紛
失
」
に
つ
い
て
②

「ス

ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
」
問
題 

 
 

 
 

（稲
垣
） 

●
新
中
学
校

・
美
南

小
問
題
、
東

口
開

発
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
、
防
犯
関

係
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

（伊
藤
） 

 

救
急
救
命
士
暴
行
事
件 

吉
川
松
伏
消
防
組
合
議
会
が
百
条
委

員
会
を
設
置
。
「被
害
届
取
下
げ
指

示
」
等
に
つ
い
て
真
相
究
明
へ。 

第
１
回
委
員
会
は
１
月
11

日
開
催
。 

 
 

 
 



最
終
的
に
２
ｍ
前
後
か
さ
上
げ
す
る

万
円
。 

 

  

民
間
と
市
の
連
携
で 

 

東
口
周
辺
は

一
面
水
田
地
帯
。
盛

り
土

（４
ｍ
）
で
沈
下
し
地
盤
を
固
め

最
終
的
に
２
ｍ
前
後
か
さ
上
げ
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
引
き
受
け
る
こ
と
を

決
定
。
年
明
け
に
は
動
き
出
す
見
通

し
。
期
間
３
年
。
予
算
は
２
，
１
０
０

万
円
。 

の
一
部
が
墓
地
に
な
っ
た
経
緯
に
つ

い
て
は
ま
だ
説
明
が
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

 

に
な
る
よ
う
に
。
市
民
の
皆
様
と
と
も
に

こ
れ
か
ら
も
見
守
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

（
12
／

25
記
。
い
と
う
） 

 

 

区
画
整
理 

基
盤
整
備 

民
間
と
市
の
連
携
で 

る
よ
う
に
―
。 

暮
の
12

月
19

日
に
審
査
会
。
㈱

UR
リ
ン
ケ
ー
ジ
が
こ
の
企
業
誘
致
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
引
き
受
け
る
こ
と
を

め
て
い
ま
す
。
安
定
し
た
財
源
の
確

保
や
働
く
場
が
増
え
る
よ
う
に
。 

尚
、
計
画
の
縮
小
や
JR

遊
休
地

の
一
部
が
墓
地
に
な
っ
た
経
緯
に
つ

 

こ
と
で
す
。 

 

一
時
は
険
し
い
空
気
に
つ
つ
ま
れ
た
相

互
の
関
係
で
す
。
広
い
視
野
と
広
い
心
で

乗
り
越
え
、
「
雨
降
っ
て
地
固
ま
る
」
状
態

そ
の
た
め
の
14
億
円
が
今
回
５
年
間

の
債
務
負
担
行
為
補

正
と
し
て
計

上
さ
れ
ま
し
た
。 

 

ん
な
企
業
が
立
地
す
る
の
か
。
早
め

に
情
報
を
提
供
し
、
こ
の
開
発
地
に

ふ
さ
わ
し
い
事
業
者
に
来
て
も
ら
え

る
よ
う
に
―
。 

通
し
。
10
年
足
ら
ず
で
回
収
で
き
る

こ
と
に
も
。
「自
治
体
経
営
」
の
視
点

を
大
切
に
し
て
の
取
り
組
み
を
と
求

め
て
い
ま
す
。
安
定
し
た
財
源
の
確

便
性
を
ど
う
維
持
す
る
の
か
。
個
別
契
約

な
し
で
の
手
立
て
に
つ
い
て
は
相
当
の
知

恵
も
度
量
も
必
要
で
ま
だ
協
議
中
と
の

こ
と
で
す
。 

配
置
、
修
景
等

一
段
と
高
度
な
セ
ン

ス
や
手
法
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
民
間

の
活
力
を
積
極
的
に
導
入
す
べ
き
。

そ
の
た
め
の
14
億
円
が
今
回
５
年
間

駅
前
広
場
周
辺
は
商
業
用
ゾ
ー

ン
（５
．
６
㏊
）
。
そ
し
て
産
業
用
ゾ
ー

ン
（７
．
６
㏊
）
。
ど
ん
な
事
業
者
、
ど

ん
な
企
業
が
立
地
す
る
の
か
。
早
め

こ
の
事
業
へ
の
市
の
負
担
は
36

億

円
を
想
定
。
順
調
に
展
開
す
れ
ば 

完
成
後
の
税
収
は
年
間
５
億
円
の
見

通
し
。
10
年
足
ら
ず
で
回
収
で
き
る

と
か
和
解
成
立
に
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
と

こ
ろ
で
す
。 

 

焦
点
の

一
つ
は
妊
産
婦
な
ど
市
民
の
利

便
性
を
ど
う
維
持
す
る
の
か
。
個
別
契
約

駅
前
の
好
立
地
を
ど
う
整
備
し

活
用
す
る
か
。
商
業
、
産
業
、
住
宅

用
の
各
ゾ
ー
ン
。
公
園
や
調
整
地
の

早
期
進
出
に
も
英
知 

 

完
成
後
の
税
収
は 

年
間
５
億
円
を
見
込
む 

 

 

救
護
活
動
協
定
へ
の
準
備

▽
信
頼
関
係

の
構
築
。 

こ
の
内
容
を
二
人
が
並
ん
だ
写
真
と
と
も

に
双
方
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
な
ん

ど

一
部
を
見
直
し
。
地
権
者

（３
１

７
人
）
の
合
意
。
市
街
地
化
へ
の
農
林

調
整
も
終
わ
り
、
こ
の
夏
に
は
都
市

計
画
決
定
の
運
び
へ
。 

に
な
り
ま
す
。 

 

商
業
と
産
業
用
ゾ
ー
ン 

平
常
時
の
活
用
、
修
景
を
ど
う 

 
 

 
 

 

描
く
の
か
。
こ
れ
か
ら
の
作
業
で
す
。 

 

施
に
努
力
す
る
▽
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
へ
の
連
携

・協

力
▽
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
。
災
害
時

救
護
活
動
協
定
へ
の
準
備

▽
信
頼
関
係

総
事
業
費
１
７
９
億
円
。
吉
川
市
の

公
共
施
行
。
平
均
減
歩
率

47

％
。

駅
前
広
場
や
道
路
、
公
園
配
置
な

ど

一
部
を
見
直
し
。
地
権
者

（３
１

門
の
課
を
４
月
に
新
設
。
現
場
に
常

駐
す
る
民
間
の
メ
ン
バ
ー
５
～
６
人

と
連
携
し
て
事
業
を
推
進
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

12

万
ト
ン
。
き
よ
み
野
や
中
央
土
地

よ
り

一
回
り
大
き
い
。
が
、
対
象
は
こ

の
エ
リ
ア
内
の
貯
留
に
限
定
。 

平
常
時
の
活
用
、
修
景
を
ど
う 

 
 

 
 

 

▽
医
師
会
に
非
加
入
の
医
療
機
関
と
の

個
別
委
託
契
約
は
し
な
い
▽
介
護
認
定

審
査
会
。
学
校
保
険

医
な
ど
の
円
滑
実

施
に
努
力
す
る
▽
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

い
と
う 

正
勝 

 

美
南
駅
東

口
開
発
（５
９
．
１
㏊
）
。

総
事
業
費
１
７
９
億
円
。
吉
川
市
の

外
部
専
門
家
な
ど
の
審
査
会
で
３
月

ま
で
に
受
託
者
を
決
定
の
予
定
。 

 

こ
の
一
方
吉
川
市
は
東

口
開
発
専

門
の
課
を
４
月
に
新
設
。
現
場
に
常

行
し
て
着
手
。
一
部
は
無
電
柱
化
に
。

区
域
内
の
上
第
２
大
場
川
は
拡
充

整
備
。
調
整
池
２
か
所
の
貯
水
量
は

12

万
ト
ン
。
き
よ
み
野
や
中
央
土
地

 

の
席
で
定
期
予
防
接
種
に
つ
い
て
個
別
の

委
託
契
約
は
行
わ
な
い
こ
と
を
確
認
。
こ

れ
を
受
け
て
11
月
７
日
。
次
の
５
項
目
の

合
意
文
書
を
取
り
交
わ
し
ま
し
た
。 

駅
東
口
開
発 

始
動 

民
間
活
力
の
導
入
で 

い
と
う 

正
勝 

こ
の
盛
り
土
工
事
、
換
地
調
整
、

区
画
整
理
な
ど
の
事
業
を

一
括
発

注
。
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
。

 

骨
格
道
路
や
河
川
先
行 

 
 

調
整
池
は
12
万
ト
ン 

駅
に
直
結
す
る
骨
格
道
路
は
先

  
 

 

11
月
４
日
。
中
原
市
長
と
吉
川
松
伏

医
師
会
の
平
井
会
長
が
ト
ッ
プ
会
談
。
こ

の
席
で
定
期
予
防
接
種
に
つ
い
て
個
別
の

駅
東
口
開
発 

始
動 

こ
と
に
。 

 

骨
格
道
路
や
河
川
先
行 

 



いながき・いとうの議会活動報告 

 

木売落しに地下貯留 
～効果の検証と説明を～ 

 
＜二重構造。地下にトンネル式で＞ 

懸案の吉川駅前の雨水、浸水対策。集中して雨が降るとすぐに冠水し車は渋滞。歩行は困難
に。本格的に治水・雨水対策をと何度も取り上げてきました。外部専門家などの調査、検討の結
果。数年前に木売落しを二重構造のトンネル化の提案。ここに 2.2 万トンの雨水を貯留する案で
す。今回これに関連して地質調査の費用 1,200 万円の計上。3 月までに調査を終え、できれば 5
年計画で第一期工事をめざすとのこと。JA 埼葛前から桜橋までの 750ｍ。幅員 6～8ｍの木売落
しの地下にトンネル式貯留槽。総事業費は概算２０億円。第 2 期工事以降に木売落しの 2 キロ全
体をトンネル化の計画。東口駅前の開発に比べ第 1 期の貯留量は 6 分の 1 程度。これで効果が
あるのか。維持管理等、事業化に先立って再検証と市民への説明をあらためて要望しました。 

 
＜警察と自衛官の採用＞ 

生活保護適正化支援員として市は警察官ＯＢ一人を新年度に推薦で採用する方針。窓口で
の暴力的言動などに備えるとのこと。先には各種の災害・安全対策に取り組むため自衛官ＯＢ一
人を採用することも提案、了承。いづれも任期一年で再任も。 

 
＜4 月から子ども福祉部と健康長寿部へ＞ 

少子高齢化の時代。市は健康福祉部を４月から子ども福祉と高齢者対策の二つの部とし充実
させる方針。これに合わせて健康長寿部に教育委員会のスポーツ振興課を移設。このほか都市
建設部の名称を都市整備部に変え、東口開発の担当課も新設します。 
 
＜新中学校通学区決まる＞ 
 市教委は 12 月 22 日。市長キャラバンや住民説明会を受けて通学区を協議。▽新中学校は木
売、高富、美南 1 丁目より南側を通学区に。それより北側は南中学校へ。▽新中学校は当面「選
択制」を柔軟に運用することを決定。これにより新中学校は余裕教室に希望の生徒を受け入れる
ことに。美南小は美南地区全域が通学区。ピーク時は 14 のプレハブ教室が必要になる見通しで
す。 
 
＜おいしい給食を！試食会に 300 人＞ 
 新しい学校給食センターが 4 月に始動。コップもお皿も一新。児童生徒。教職員など関係者に
はおおむね好評。施設見学とともに実費での試食も。試食会にはこれまでに 300 人。10 人以上
40 人まで。3 日前までに申し込みで OK。さらに「おいしい給食を！」。PTA、自治会、老人会の
方々もどうぞお出かけください。                              （文責 いとう） 
 
 

 
 

 
 

編
集
後
記 

12

月
議
会
は
開
会
初
日
か
ら
波
乱
に

と
ん
だ
議
会
と
な
り
ま
し
た
。
議
案
上
程

後
、
私
に
対
す
る

「文
教
福
祉
常
任
委
員

長
不
信
任
決
議
」
の
動
議
が
出
さ
れ
可
決

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
で
会
期
日
程
の

追
加
、
変
更
と
な
り
、
ご
迷
惑
を
お
掛
け

す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
抗
し
て
、
議
長
不
信
任
や
自

民

・
共
産
党
議
員
に
対
し

「反
省
を
求
め

る
動
議
」
を
出
す
こ
と
も
検
討
し
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
や
れ
ば
相
手
と
同

じ
レ
ベ
ル
に
な
り
、
不
毛
の
泥
仕
合
に
な

り
ま
す
。
市
民
不
在
の
議
会
は
、
望
む
と

こ
ろ
で
は
な
く
自
粛
し
ま
し
た
。 

し
か
し
そ
の
後
の
議
会
の
中
で
、
共
産

党
小
林
議
員
の
発
言
や
公
明
党
五
十
嵐

議
員
の
発
言
は
看
過
で
き
な
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
小
林
議
員
は
、
発
言
の
訂

正

・
お
詫
び
を
し
ま
し
た
。
五
十
嵐
議
員

は

一
般
質
問
の
中
で
、
請
願
の

「地
域
公

共
交
通
会
議
」
に
関
連
し
、
請
願
で
の
立

場
と
真
逆
と
も
と
れ
る
発
言
も
あ
り
ま

し
た
。 

発
言
の
取
り
消
し
を
求
め
る

「動
議
」

は
、
９
対
９
の
可
否
同
数
と
な
り
、
議
長

が
否
と
し
た
た
め
否
決
さ
れ
ま
し
た
。 

多
数
で
あ
れ
ば
、
２
件
と
も
懲
罰
に
も

出
来
る
よ
う
な
“
内
容
”
で
し
た
。 

「議
論
し
決
め
る
」
の
が
議
会
の
役
割

で
す
。
言
葉
尻
を
と
ら
え
、
数
の
力
で
発

言
を
抑
え
込
む
議
会
は
今
年
限
り
に
し

て
新
し
い
年
を
迎
え
た
い
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

（
い
な
が
き
茂
行
） 


